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【お問い合わせ】
〒899-5492　姶良市宮島町25番地

●姶良市役所　長寿・障害福祉課介護保険係……………☎66-3251（直通）
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●姶良市地域包括支援センター（加治木）………………☎62-0831
●姶良市地域包括支援センター（蒲生）…………………☎52-1211
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※掲載している内容については、今後見直される場合があります。

介護を社会で
支えあっています

姶良市
サービス事業者

介護予防や地域
の総合的な相談
の拠点です。

地域包括
支援センター

●指定を受けた民間企業、
NPO法人、社会福祉法
人、医療法人などがサー
ビスを提供します。

●保険料を納めます。
●サービスを利用するための
申請をします。
●サービスを利用して、利用
者負担を支払います。

●介護保険制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●保険証を交付します。
●介護保険負担割合証を交付
します。
●サービスの確保・整備をし
ます。

　介護保険制度は、40歳以上の人が加入者となって介護保険料を納め、介護や支
援が必要になったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみで
す。姶良市が保険者となって運営しています。

みんなで支えあう制度です

40歳以上の人
被保険者

保険者

●保険料の納付
●要介護認定の
申請

●利用者負担の
支払い

●介護報酬の
支払い

●サービスの
提供

●要介護認定
●保険証の交付
●介護保険負担
割合証の交付

令和3年4月から

令和3年8月から

●介護保険料が決まりました
　第8期（令和3～5年度）の介護保険料が決まりました。➡8ページ
●介護報酬が変わりました
　介護報酬が変わりました。そのため、サービスを利用したときに支払う利用者負担も変わりました。
➡26ページ
●介護予防・生活支援サービス事業の対象者が追加されました
　介護予防・生活支援サービス事業を利用している人が、要介護認定を申請して要介護1～5のいずれか
に認定された場合は、市区町村によっては必要と認められれば、継続して介護予防・生活支援サービ
ス事業を利用できます。➡34ページ

●高額介護サービス費等の上限額が一部変わりました
　高額介護サービス費等の「現役並み所得者」の区分が細分化されました。➡24ページ
●基準費用額の食費が変わりました
　施設を利用する場合に基準となる費用（基準費用額）のうち、食費の金額が変わりました。➡23ページ
●特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わりました
　施設サービスを利用したときの特定入所者介護サービス費等の利用者負担段階が細分化され、負担限
度額が一部変わりました。➡23ページ

令和3年度 改正のポイント令和3年度 改正のポイント
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介 護 保 険 負 担 割 合 証
交付年月日　　　年　　　月　　　日

番　　号

住　　所

氏　　名

生年月日

利用者負担
の割合

割

割

適 用 期 間

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

フリガナ

男・女明治・大正・昭和　年　月　日

開始年月日　　　　　年　　月　　日
終了年月日　　　　　年　　月　　日
開始年月日　　　　　年　　月　　日
終了年月日　　　　　年　　月　　日

性
別

被

保

険

者

（一）

番 号

住 所

フリガナ

氏 名

生年月日 性
別

被

保

険

者

明治・大正・昭和　年　月　日

　　　　　年　　　月　　　日

男・女

交 付 年 月 日

介 護 保 険 被 保 険 者 証

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び印　　

加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を
起こす病気で、16疾病が指定されています。

サービスを利用するつもりがないので介護保険に
加入しなくてもいいですか。

こたえ

介護保険の保険証

サービスを利用できるのは
介護や支援が必要であると

認定された人

　

どんな病気やけががもとで介護が
必要になったかは問われません。

サービスを利用できるのは
特定疾病により介護や支援が
必要であると認定された人
特定疾病以外、例えば交通事故など
が原因で介護が必要となった場合は、
対象になりません。

　医療保険の保険証とは別に、一人に1枚、保険証（介護保険
被保険者証）が交付されます。

　介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支えあう社会保険制度です。
サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人
が加入しなければなりません。外国籍の人も短期滞在などを除き、介護保険
の加入者となります。

介護保険負担割合証
　介護保険で認定を受けた人などに、一人に1枚、介護保険負
担割合証が交付されます。サービスを利用したときに支払う利
用者負担の割合が記載されています。

　40歳以上の人は、介護保険の加入者（被保険者）です。年齢によって2種類に
分かれ、サービスを利用できる条件も異なります。

介護保険に加入する人 保険証と介護保険負担割合証

(医師が一般に認められている医学的
知見に基づき回復の見込みがない状
態に至ったと判断したものに限る）

●がん

●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●初老期における認知症

●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底
　核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
　及び糖尿病性網膜症

●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は
　股関節に著しい変形を
　伴う変形性関節症

特定疾病

★要介護認定の申請や更新をするとき
★ケアプランの作成を依頼するとき
★サービスを利用するとき

こんなときに
必要です

こんなときに
必要です

★サービスを利用するとき

かん せつ

こうじゅうじん たい こっ か しょう

こっ せつ ともな こつ そ しょう

きん い しゅくせい そく さく こう か しょう

せき ずいしょうのう へん せいしょう

しん こう せい かくじょうせい ま ひ だい のう ひ しつ き てい

かく へん せいしょうおよ びょう

せきちゅうかんきょうさくしょう

とうにょうびょうせい しん けいしょうがい とうにょうびょうせい じんしょう

のう けっ かん しっ かん

へい そく せい どうみゃくこう か しょう

へんともな けい せい かん せつしょう

まん せい へい そく せい はい しっ かん

しつ かんりょうそく せつ また

こ かん せつ へん けいいちじる

とうおよ にょうびょうせい もう まくしょう

そう ろうしょう

65歳以上の人は
第1号被保険者

40～64歳の人は
第2号被保険者

た けい とう い しゅくしょう

しょ ろう き にん ち しょう

■65歳に到達する月に交付されます。
■40～64歳の人は、介護保険の認定を受けた場合などに交付され
ます。

■認定を受けた人や総合事業を利用する人に、毎年交付されます。

住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう

とく てい しっ ぺい

住所、氏名、生年月日などに誤りがないか確認しましょう

など

など

※65歳以上の人で、交通事故など第三者によ
る不法行為により介護保険を利用する場合
は、姶良市へ届出が必要です。示談前に姶
良市の担当窓口へ連絡してください。 利用者負担の割合（1割、2割、3割のいずれか）が記載

されています
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40～64歳の人の
保険料　
27％

65歳以上
の人の保険料　
23％国の負担金

約25％

鹿児島県
の負担金
12.5％

姶良市
の負担金
12.5％

■令和3～5年度の財源割合 (居宅給付費の場合。利用者負担は除く）

40～64歳  の人の保険料

国民健康保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人

医療分と後期高齢者支援金分、介護分をあわせて、
国民健康保険税（料）として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40～64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

　40～64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ
ます。医療保険料と一括して納めます。

保険料（介護分）は下記の算定方法で、
世帯ごとに決められます。

※保険料と同額の国庫からの負担があります。

＝

＝ ×

＋ ＋ ＋介護
保険料

所得割

給与 および 賞与 介護保険料率

資産割均等割 平等割

介護
保険料

第2号
被保険者の
所得に
応じて計算

世帯の第2号
被保険者数に
応じて計算

第2号
被保険者の
属する世帯で
１世帯につき
いくらと計算

第2号
被保険者の
資産に
応じて計算

医療保険ごとに設定される介護保険料率
と、給与（標準報酬月額）および賞与（標
準賞与額）に応じて決められます。

※原則として事業主が半分を負担します。

介護保険料

　介護保険は、公費（国や都道府県、市区町村の負担金）と40歳以上のみなさん
が納める保険料を財源に運営しています。サービスを十分に整えることができる
ように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用で
きるように、保険料は必ず納めましょう。

保険料は大切な財源です

保険料を滞納しているとどうなるのですか。

　保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

●1年以上滞納すると
　サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付
分が支払われます。

●1年6か月以上滞納すると
　費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時
的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。

●2年以上滞納すると
　サービスを利用するときの利用者負担の割合が3割※に引き上げられたり、
高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
※利用者負担の割合が3割の人は、4割に引き上げられます。

決め方

決め方

納め方

納め方

こたえ

保
険
料

公
費
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介護保険料

●前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、4・6・8月と
10・12・2月に区分されます。保険料の算定の基礎となる前
年の所得などが確定するまでの4・6・8月は、前年度2月分の
保険料額と同じ額を納めます（仮徴収）。前年の所得が確定し、
保険料が決定したら、年額保険料から仮徴収分を差し引いた
残額を10・12・2月の3回に分けて納めます（本徴収）。

　年金の定期支払い（年6回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢（退
職）年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。

　姶良市から送付される納付書で、期日までに金融機関などを通じて納めます。

➡特別徴収

が便利です

年金が年額18万円以上の人

年金が年額18万円未満の人

口座振替
10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

原則として前年度2月分の
保険料額を納めます。

前年の所得をもとにした保険料か
ら仮徴収分を除いた額を納めます。

原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類
に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65
歳になった日（65歳の誕生日の前日）のある月の分からです。

保険料は基準額をもとに、所得や課税状況に応じて決められます。決め方

納め方

65歳以上  の人の保険料

仮徴収

本年度前年度

本徴収 本徴収 ●保険料の納付書
●預（貯）金通帳
●通帳の届け出印

➡普通徴収

●年度途中で65歳になったとき
●年度途中で他の市区町村から転入したとき

■年金が年額18万円以上でも、次のような場合には一時的に納付書で納めることがあります。
●年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
●年金が一時差し止めになったとき

※1 老齢福祉年金
　明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2 合計所得金額
　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1
～5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1～5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、
調整控除前の給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が
含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除
額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

●令和3年度から令和5年度の介護保険料

●生活保護を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金※1を受けている人また
は前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額※2＋課税年金収
入額が80万円超120万円以下の人

●本人は住民税非課税であるが、世帯内に住民税課税者がおり、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が120万円を超える人

●本人は住民税非課税であるが、世帯内に住民税課税者がおり、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円を超える人

●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
　120万円未満の人

●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
　120万円以上210万円未満の人

●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
　210万円以上320万円未満の人

●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
　320万円以上の人

はい

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

320万円以上

120万円以上210万円未満

120万円未満

210万円以上320万円未満

はい

生活保護を
受給している

前年の
合計所得金額は？

同じ世帯に住民税を
課税されている人が

いる

所得段階 対　象　者 保険料率 保険料（年額）

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

基準額
×0.3

基準額
×0.5

基準額
×0.7

基準額
×0.9

基準額
×1.2

基準額
×1.3

基準額
×1.5

基準額
×1.7

基準額

いいえ

老齢福祉年金を
受給している

前年の合計所得金額＋
課税年金収入額が
120万円以下

はい

いいえ

前年の合計所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

あなたに
住民税が課税
されている

スタート

前年の合計所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

　これらを持って姶良市
指定の金融機関で手続き
をしてください。

姶良市で介護保険給付にかかる費用
（利用者負担分を除く）

65歳以上の人の負担分
（23％）

姶良市の65歳以上の人数
＝基準額

（年額） ×

9月分から10月1日生まれ

10月分から10月2日生まれ

20,900円

34,800円

48,800円

62,700円

69,600円

83,600円

90,500円

104,400円

118,400円
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サービスの利用のしかた

1110

　引き続きサービスを利用したい
場合は、有効期間満了前に更新ま
たは変更の申請をしてください。

➡更新の申請をします

➡認定の変更を申請します

●介護の必要の程度に変化がない場合

●介護の必要の程度に変化があった場合

申請

サービスの利用

　ケアプラン・介護予防ケ
アプランにもとづいてサー
ビスを利用します。

　どんなサービスをどのくらい利用
するかというケアプラン・介護予防
ケアプランを作ります。

更新の場合は、現在利用中のサービスの継
続を居宅介護支援事業者または地域包括支
援センターに相談します。

介護予防・日常生活
支援総合事業は P35

原則として申請から30日以内に、姶良市から認定
結果が通知されます。

　心身の状況を調べるために、
本人や家族などへの聞き取り
調査などを行います。
 全国統一の調査票を使用しま
す。

　サービスの利用を希望する
場合は、姶良市の窓口に申請
しましょう。

　介護を必要とする度合い（要介護状態
区分）が認定されます。

サービスを利用するまでの手順
　サービスを利用するためには、姶良市に申請して「介護や支援が必要である」
と認定される必要があります。サービスを利用するまでの手順は、以下のとおり
です。

認
定
・
通
知

認定調査

ケアプラン作成

P17

P20

P18

要支援1
要支援2

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

非 該 当

介護予防サービスや
介護予防・生活支援
サービス事業を利用

P18

要支援1・2の人

一般介護予防事業を利用
（介護保険のサービスではありません）

非該当の人

介護サービスを利用
要介護1～5の人

　調査の結果と主治医意見書
をもとに、保健、医療、福祉
の専門家が審査します。

●コンピュータ判定
　（一次判定）

●介護認定審査会
　（二次判定）

審査・判定

基本チェックリスト
を受けます

介
護
サ
ー
ビ
ス
や

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い

P12

更新

介護予防・生活支援
サービス事業を利用したい

地域包括支援センター
または

姶良市の担当窓口に
相談します

本人または家族等が
窓口で手続きをします（　 　　　 　　　　　）

P12

生活機能の低下がみられた場合、介
護予防生活支援サービス事業を利用
できます。
※介護予防・生活支援サービス事業対象者になっ
た後や、介護予防・生活支援サービス事業を利
用した後でも、要介護認定は申請できます。
※一般介護予防事業のみ利用したい場合は、基
本チェックリストを受ける必要はありません。

P26

P13
くわしくは

P16
くわしくは

P15
くわしくは

P20

P18
または

くわしくは

P14
くわしくは

主治医意見書
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指定居宅介護支援事業者

　介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、
要介護認定の申請が必要です。姶良市の担当窓口で手続きをしてください。
　申請は、本人または家族などのほか、地域包括支援センターや介護保険施設、
成年後見人などに代行してもらうこともできます。

　ケアマネジャー（くわしくはP21）を配置している事業者です。
要介護認定の申請の代行※や、ケアプランの作成を依頼すると
きの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整をします。
　介護予防ケアプランについては地域包括支援センター（くわ
しくはP19）が作成します。

申請後、認定結果が通知されるまでの間に
サービスを利用することはできますか。

　申請後、認定結果が通知されるまでの間でもサービスを利用することはで
きます。その場合は「暫定ケアプラン」を作成して姶良市に届け出る必要が
あります。

家族に介護できる人がいる場合は、
認定に影響するのですか。

　認定は本人の心身の状況が基準となりますので、介護する家族がいるかい
ないかで、要介護の区分が軽くなったり重くなったりすることはありません
（特記事項などにもとづき、審査の際に加味されることもあります）。サービ
スを利用する際に、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。

※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。

申請します

サービスの利用のしかた

こたえ

こたえ

★要介護・要支援認定申請書（マイナンバーの記入が必要です）　
★介護保険の保険証
★医療保険の保険証

申請に
必要なもの

要介護認定の申請

　地域包括支援センターや姶良市の窓口で、利用したいサービスなどについて相
談します。

どんなサービスを利用するか相談します

相 談

　65歳以上で介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する人は、基本
チェックリストで生活機能の低下がないかを調べます。低下がみられた場合には、
介護予防・生活支援サービス事業対象者としてサービスが利用できます。
　　18ページへ
※基本チェックリストを受けた後でも、介護が必要と思われる人には、要介護認定の申請を案
内します。
※40～64歳の人は、基本チェックリストの判定による介護予防・生活支援サービス事業の利
用はできないため、要介護認定で要支援1・2と認定される必要があります。

※要介護認定で非該当になった人も、介護予防・生活支援サービス事業を利用したい場合には
基本チェックリストを受けます。

生活機能が低下していないか調べます

基本チェックリスト

生活機能とは、どんな機能のことですか？

　人が生きていくための機能全体のことで、体や精神の働きのほか、日常生
活動作や家事、家庭や社会での役割などのことです。できるだけ生活機能を
低下させないことが介護予防につながります。

こたえ

介護予防・生活支援サービス事業
を利用したい人

介護サービスや介護予防サービス
を利用したい人
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一次判定 特記事項 主治医意見書

要介護1～5 非該当要支援1・2
介護認定審査会が審査・判定（二次判定）

（コンピュータ判定）
　公平な判定を行うため、
訪問調査の結果は、コン
ピュータ処理されます。

　調査票では盛り込めな
い事項などについて、訪
問調査員が記入します。

　姶良市の依頼により、
心身の状況について主治
医が意見書を作成します。

●麻痺等の有無
●拘縮の有無
●寝返り
●起き上がり
●座位保持
●両足での立位保持
●歩行
●移乗
●移動
●立ち上がり
●片足での立位

［基本調査の概要］ ［概況調査］

［特記事項］
●意思の伝達
●記憶・理解
●ひどい物忘れ
●大声を出す
●過去14日間に受けた医療
●日常生活自立度
●外出頻度

このような調査項目があります

●洗身
●えん下
●食事摂取
●排尿
●排便
●清潔
●衣服着脱
●薬の内服
●金銭の管理
●日常の意思決定
●視力
●聴力

　姶良市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や
家族から聞き取り調査などを行います。

■認定調査

　本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成して
もらいます。意見書では、本人の生活機能を評価します。

■主治医意見書

　調査票の結果と主治医意見書をもとにコンピュータ判定（一次判定）され、その結果
と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要
かを判定（二次判定）します。

介護が必要な状態かどうか
調査が行われます

どの程度介護が必要か審査・判定します

認定結果に納得できないときは
どうすればよいのですか。

　要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは姶良市の窓口ま
でご相談ください。その上で納得できない場合には、鹿児島県に設置されて
いる「介護保険審査会」に審査請求できます。

主治医とはどんなお医者さんのことですか。

　介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、
かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。
主治医がいない場合は、ご相談ください。

介護認定審査会
　姶良・伊佐地区介護保険組合が任命する保健、医療、福祉の学識経験者
5人程度から構成され、介護の必要性について、総合的に審査します。

サービスの利用のしかた

こたえ こたえ

認定調査 審査・判定
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要介護認定の更新手続きが必要です

■要介護認定の有効期間と更新の時期（月の途中で申請した場合）

　初回認定の有効期間は、原則として申請日から6か月です。月途中の申請の場合は、
その月の末日までの期間＋6か月となります。
　引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの
間に、姶良市の窓口で更新の申請をしてください。更新の申請をすると、あらためて
調査・審査、認定が行われます。更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満
了日の翌日から12か月です。

サービスの利用のしかた

審査結果にもとづいて、
認定結果が通知されます
　介護が必要な｢要介護1～5」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、要支援・
要介護に該当しない「非該当」の区分に認定され、その結果が記載された認定結
果通知書と保険証が届きます。

要介護認定の有効期間内に心身の状態が
悪化したらどうなるのでしょう。

　有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当
しなくなった場合には、姶良市の窓口に区分の変更を申請してください。
手続きは初回と同じです。

認定を受けたあとに他市に引っ越しました。
改めて申請からやり直さなければいけないのですか。

　原則として、他市区町村に引っ越しても以前に住んでいた市区町村
で認定された要介護度にもとづいてサービスが利用できます。転出元
と転入先の両方の市区町村の窓口で手続きをしてください。ただし、
市区町村によっては利用できるサービスに差がある場合があります。

■要介護状態区分

利用までの手続きは…………
利用できるサービスは………

介護予防サービスが
利用できます 予防給付

利用までの手続きは…………
利用できるサービスは………

介護サービスが
利用できます 介護給付

利用までの手続きは…………
利用できるサービスは………

姶良市が行う介護予防・
生活支援サービス事業が
利用できます
介護予防・日常生活支援総合事業

7 月6 月 9 月8 月 11 月10 月 12 月 2 月1 月 3 月 5 月4 月

▶更新認定の申請▶認定の申請日

初回認定の有効期間
（4月末まで＋5月～10月の6か月）

初回有効期間満了

更新認定の有効期間
▲

4 月 5 月

こたえ

こたえ

P26
P18

P26
P20

P35
P18

※状態の説明は、あくまで目安です。実際の状態と合致しない場合があります。

認定結果の通知

基本チェックリスト

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

基本チェックリストで生活機能
の低下がみられた人

介護予防・生活支援サービス事業も利用できる場合があ
ります。

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

　介護保険の対象者で、
介護保険のサービスに
よって、生活機能の維
持・改善を図ることが
適切な方などです。

　介護保険の対象者で、
要介護状態が軽く、生活
機能が改善する可能性の
高い方などです。
　介護予防給付と、介護
予防・日常生活支援総合
事業を利用できます。

要支援1
要支援2

　市が行う介護予防・日常生活支援総合事業の対象者で、
生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険
性がある方などです。

非該当
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要
支
援
1
・
2
の
人

　介護予防ケア
プランにもとづ
いてサービスを
利用します。

　要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスと姶良市が行う介護予防・生
活支援サービス事業が利用できます。
　事業対象者と認定された人は、姶良市が行う介護予防・生活支援サービス事業が
利用できます。どちらも地域包括支援センターが中心となってサポートします。

地域包括支援センター
　保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが
中心となって、住み慣れた地域で高齢者の生活を支え
る総合機関です。

介護予防サービスを利用

サービスの利用のしかた

※介護予防ケアプラン・ケアプランの作成に利用者負担はありません。

地域包括支援センター

P26 P33～

P34 P35～

　ケアプランにもと
づいてサービスを利
用します。

地域包括支援センターでケアプランを作成

ケアプランの作成（要支援1・2、事業対象者）

●介護予防ケアマネジメント（自立した生活ができるよう
支援します）
●総合的な相談・支援（お困り事があったらご相談ください）
●虐待防止などの権利擁護（みなさんの権利を守ります）
●ケアマネジャーへの支援（さまざまな方面から支えます）

姶良市が行う
介護予防・生活支援
サービス事業を利用

介
護
予
防
・
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業
対
象
者

　必要に応じて家族やサービ
ス事業者を含めて話し合いを
します。

サービス担当者会議

サービス担当者会議
　家族やサービス事業者を含
めて話し合いをします。

介護予防ケアプラン
の作成

　サービスの種類や回数を決
定し、介護予防ケアプランを
作成します。

ケアプランの作成
　サービスの種類や回数を決
定し、必要に応じてケアプラ
ンを作成します。

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

　地域包括支援センターで、
本人や家族と話し合い、課題
を分析します。

アセスメント

アセスメント
　地域包括支援センターで、
本人や家族と話し合い、課題
を分析します。

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
に

よ
っ
て
契
約
が
必
要
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施
設
へ
入
所
し
た
い

サービスの利用開始
　ケアプランにもとづいて
サービスが提供されます。

要
介
護
1
〜
5
の
人

在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い

ケアマネジャー
　ケアマネジャーは介護の知識を幅広く持った専門家で、
次のような役割を担っています。

　要介護1～5と認定された人は、介護サービスが利用できます。在宅でサービ
スを利用する場合と施設に入所する場合で、ケアプランを作成する事業者が違い
ます。

（介護支援専門員）

サービスの利用開始
　ケアプランにもとづいて
サービスを利用します。

サービスの利用のしかた

※ケアプランの作成に利用者負担はありません。

●利用者や家族の相談に応じ、アドバイスをします。
●利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。
●サービス事業者との連絡や調整をします。
●施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。

居宅介護支援事業者または入所する施設で
ケアプランを作成

ケアプランの作成（要介護1～5の人）

サービス事業者と契約
　サービス事業者と契約し
ます。

ケアプランの作成

❶利用者の現状を把握
　ケアマネジャーが利用者と面接し
て問題点や課題を把握し、ケアプラ
ンの原案を作成します。

❷サービス担当者との話し合い
　ケアマネジャーを中心に、利用者
本人や家族とサービス事業者が話し
合い、原案について検討します。

❸ケアプランを作成
　話し合いをもとに原案を調
整し、サービスの種類や利用
回数などを盛り込んだケアプ
ランを作り、利用者の同意を
得ます。

居宅介護支援事業者

ケアプランの作成
　入所した施設で、ケアマネ
ジャーが利用者にあったケア
プランを作ります。

　入所を希望する施設へ直接
申し込みます。

介護保険施設と契約

居宅介護支援事業者に
ケアプラン作成を依頼

P32

P26 P33～
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利用者の負担

　サービスを利用したら、かかった費用のうち、利用者負担の割合分（1割、2割、
または3割）をサービス事業者に支払います。

費用の一部を負担します

　主な在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額（支給限度額）が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、または3割です
が、上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担となります。

※左記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費
等の地域差に応じて限度額の加算が行われます。

※介護予防・生活支援サービス事業対象者は、原則
として要支援1の限度額が設定されます。

■主な在宅サービスの支給限度額

在宅サービスの費用

施設サービスの費用

　短期入所生活介護と短期入所療養介護の食費・滞在費も全額利用者の負担です。利用者負担は施設と
利用者の間で契約により決められますが、基準となる額（基準費用額）が定められています。

　低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費等の一定額以上は保険給
付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付
されます（特定入所者介護サービス費等）。

【基準費用額：施設における1日当たりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額

■負担限度額（1日当たり）

食　　費：1,445円
居住費等：ユニット型個室……………2,006円
　　　　　ユニット型個室的多床室…1,668円
　　　　　従来型個室…………………1,668円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円）
　　　　　多床室…………………………377円（介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円）

❶サービス費用の
　1割、2割、または3割 ❷食費 ❸居住費等

要介護状態区分 1か月の支給限度額

50,320円
105,310円
167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

　介護保険施設に入所した場合は、下の❶～❹が利用者の負担となります。

＋ ＋ ＋

●低所得の人は食費と居住費等が軽減されます

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、（　）内の金額となります。

❹日常生活費
身の回り品の費用など

■支給限度額が適用されないサービス（内容によっては支給限度額が適用される場合もあります）
要支援1・2の人のサービス 要介護1～5の人のサービス

●居宅療養管理指導
●特定施設入居者生活介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●特定福祉用具販売
●住宅改修費支給

●介護予防居宅療養管理指導
●介護予防特定施設入居者生活介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護
●特定介護予防福祉用具販売
●介護予防住宅改修費支給

ただし、❶❷のいずれかの場合は、給付の対象になりません。
❶住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税
❷住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも預貯金等が

利用者負担の割合 対象となる人

3割に該当しない人で、次の❶❷の両方に該当する場合
❶本人の合計所得金額が160万円以上
❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
　単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
上記以外の人
（住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担）

次の❶❷の両方に該当する場合
❶本人の合計所得金額が220万円以上
❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
　単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

3割

2割

1割

超えた分

　第1段階：単身1,000万円、 夫婦2,000万円を超える場合
　第2段階：単身   650万円、 夫婦1,650万円を超える場合

820円

820円

490円

490円

0円

370円

●本人および世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者
●生活保護の受給者

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年
金収入額が80万円以下の人

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年
金収入額が120万円超の人

第
2
段
階

第
1
段
階

370円1,310円
（820円）

1,310円1,310円

370円1,310円
（820円）

1,310円1,310円
本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年
金収入額が80万円超120万円以下の人

第
3
段
階
②

第
3
段
階
①

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室

300円

390円

1,360円

650円

施設
サービス

300円

600円

1,300円

1,000円

短期入所
サービス

食費 居住費等
利用者負担段階

490円
（420円）

490円
（320円）

　第3段階①：単身550万円、 夫婦1,550万円を超える場合
　第3段階②：単身500万円、 夫婦1,500万円を超える場合
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　居宅介護支援事業者やサービス提供事業者などと契約を交わす際は、
以下のようなことに注意しましょう。

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
■毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
■支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

■高額医療・高額介護合算制度の負担限度額（年額／8月～翌年7月） 契約の目的

契約の当事者

指定事業者

サービスの内容

契約期間

利用者負担金

利用者からの解約

損害賠償

秘密保持
※契約書には上の項目以外にもさまざまな項目があります。よく読み、不明なところは説明を受けて確認しましょう。

利用者の負担

　サービスを利用していて困ったことがあったとき、サービス提供事業者に相談
しづらいときは、下のような相談先があります。

サービスに苦情や不満があるとき負担が高額になったとき

契約するときの注意点は？

　同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額（同じ世帯内に
複数の利用者がいる場合は世帯合計額）が下表の上限額を超えたと
きは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後か
ら支給されます。

●介護保険の利用者負担が高額になったとき

　介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます（高額医療・
高額介護合算制度）。
　介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間（8月～翌年7月）の利用者負担額を合算し
て下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

●介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

契約の目的となるサービスが明記されていますか。

利用者と事業者との間の契約になっていますか。

都道府県等から指定された事業者ですか。

利用者の状況に合ったサービス内容や回数ですか。

在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっていますか。

利用者負担の金額や交通費の要否などの内容が明記されていますか。

利用者からの解約が認められる場合およびその手続きが明記されていますか。

サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されていますか。

利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっていますか。

　担当ケアマネジャーには
日ごろからサービス状況な
どを細かく報告しておくと
安心です。

ケアマネジャーに相談

　姶良市での解決が難しい場
合や、利用者が特に希望する
場合は、鹿児島県国民健康保
険団体連合会に申し立てるこ
とができます。

国保連に相談

　地域の高齢者を総合的
に支援する地域包括支援
センターでも相談を受け
付けています。

地域包括支援センターに相談

　相談や苦情の内容をもと
に、姶良市で事業者を調査
して指導します。

姶良市の介護保険
担当窓口に相談

所得 所得区分所得 所得区分
70歳未満の人が
いる世帯

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

600万円超
901万円以下
210万円超
600万円以下

住民税
非課税世帯

210万円以下

901万円超

70～74歳の人が
いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける人が

いる世帯
所得区分

一　般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ※

課税所得
690万円以上
課税所得
380万円以上
課税所得
145万円以上

所得

（　　　　　　）基礎控除後の
総所得金額等

■利用者負担の上限（1か月）

■姶良市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

区　分 負担の上限額（月額）

140,100円（世帯）

93,000円（世帯）

44,400円（世帯）
24,600円（世帯）

24,600円（世帯）

15,000円（世帯）

15,000円（個人）

●生活保護を受給している人等

●課税所得690万円（年収約1,160万円）以上
●課税所得380万円（年収約770万円）～
　課税所得690万円（年収約1,160万円）未満
●住民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満
●世帯の全員が住民税非課税

●前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額
の合計が80万円以下の人等
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●掲載している金額のほかに、サービス内容や地域による加算などがあります。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

　サービスを利用したときの利用者の負担は、記載しているサービス費用のめや
すの1割、2割、または3割（くわしくはP22）です。

利用できるサービス
　医師が必要と認めた場合に、理学療法士や作業
療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリ
テーションを受けられます。

　医師が必要と認めた場合に、理学療法士や作業
療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリ
テーションを受けられます。

　疾患等を抱えている人について、医師が必要と
認めた場合に看護師などに居宅を訪問してもらい、
療養上の世話や診療の補助が受けられます。

　疾患等を抱えている人について、医師が必要と
認めた場合に看護師などに居宅を訪問してもらい、
介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助
が受けられます。

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居
宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受け
られます。

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居
宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養
上の管理や指導が受けられます。

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

訪問看護

■サービス費用のめやす（1回につき） ■サービス費用のめやす（1回につき）

■在宅サービス

■サービス費用のめやす ■サービス費用のめやす

■サービス費用のめやす ■サービス費用のめやす

　ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、入浴、
排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの
生活援助が受けられます。通院などを目的とした
乗降介助も利用できます。

　要支援1・2の人が利用していた介護予防訪問介
護は、「訪問型サービス」として姶良市が行う介護
予防・生活支援サービス事業に移行しました。く
わしくはP35へ。

　介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問
してもらい、入浴介護が受けられます。

　介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問
してもらい、介護予防を目的とした入浴の支援が
受けられます。

訪問介護（ホームヘルプ）
要介護1～5の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

要支援1・2の人

訪問入浴介護

■サービス費用のめやす

※早朝、夜間、深夜などは加算あり

※移送にかかる費用は別途自己負担

■サービス費用のめやす（1回につき） ■サービス費用のめやす（1回につき）

訪問を受けて利用するサービス

12,600円 8,520円

通院のための乗車または降車の介助
　▶990円

身体介護中心（20分以上30分未満の場合）
　▶2,500円

生活援助中心（20分以上45分未満の場合）
　▶1,830円

3,070円 3,070円

訪問看護ステーションからの場合（30分未満の場合）
　▶4,700円

病院または診療所からの場合（30分未満の場合）
　▶3,980円

訪問看護ステーションからの場合（30分未満の場合）
　▶4,500円

病院または診療所からの場合（30分未満の場合）
　▶3,810円

医師が行う場合（1か月に2回まで）
　▶5,140円

医師が行う場合（1か月に2回まで）
　▶5,140円
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　介護予防通所リハビリテーションでは以下の選択的サービスが利用できます。
利用者の目標に応じて単独、あるいは複数を組み合わせて利用します。

　歯科衛生士や言語聴覚士などが、歯
みがきや義歯の手入れ法の指導や、摂
食・えん下機能を向上させる訓練など
を行います。

選択的サービスを
利用できます

口腔機能の向上
　管理栄養士などが、低栄養を予防す
るための食べ方や、食事作りや食材購
入方法の指導、情報提供などを行いま
す。

栄養改善
　理学療法士などの指導により、スト
レッチや有酸素運動、筋力トレーニン
グ、バランストレーニングなどを行い
ます。

運動器の機能向上

　通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の
支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受
けられます。

　介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入
浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のため
のリハビリテーションを日帰りで受けられます。

　介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入
浴などのサービスや生活行為向上のための支援、
リハビリテーションのほか、目標に合わせた選択
的サービスを受けられます。

通所介護（デイサービス）
要介護1～5の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人
通所リハビリテーション（デイケア）

■サービス費用のめやす

■サービス費用のめやす

【共通的サービス】※送迎、入浴を含む
■サービス費用のめやす（月単位の定額）

【選択的サービス】

運動器機能向上▶1か月2,250円

栄養改善▶1か月2,000円

口腔機能向上▶1か月1,500円

　介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常
生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

　介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護
予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練な
どが受けられます。

短期入所生活介護（ショートステイ）
要介護1～5の人 要支援1・2の人

　介護老人保健施設などに短期間入所して、日常
生活上の支援やリハビリテーションなどが受けら
れます。

　介護老人保健施設などに短期間入所して、介護
予防を目的とした日常生活上の支援やリハビリ
テーションなどが受けられます。

短期入所療養介護（ショートステイ）
要介護1～5の人 要支援1・2の人

併設型・多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

併設型・多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

多床室の場合
■サービス費用のめやす（1日につき）

通常規模の事業所・7時間以上8時間未満の場合※送迎を含む

通常規模の事業所・7時間以上8時間未満の場合※送迎を含む

要介護1～5▶7,570円～13,690円

要介護1～5▶6,550円～11,420円

要支援1▶1か月20,530円

要支援2▶1か月39,990円

在宅に近い暮らしをする

　有料老人ホームなどの特定施設に入居している
人が、日常生活上の支援や介護を受けられます。

　有料老人ホームなどの特定施設に入居している
人が、日常生活上の支援や介護を受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人
特定施設入居者生活介護

■サービス費用のめやす（1日につき） ■サービス費用のめやす（1日につき）

　要支援1・2の人が利用していた介護予防通所介
護は、「通所型サービス」として姶良市が行う介護
予防・生活支援サービス事業に移行しました。く
わしくはP35へ。

要支援1・2の人

要介護1～5▶5,960円～8,740円

要介護1～5▶8,270円～10,450円

要支援1▶4,460円

要支援2▶5,550円

要支援1▶6,100円

要支援2▶7,680円

要介護1～5▶5,380円～8,070円 要支援1▶1,820円

要支援2▶3,110円
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サービスの種類

特定福祉用具販売の対象

福祉用具貸与の対象

　下記の福祉用具を都道府県などの指定事業者か
ら購入したとき、費用が支給されます。

　介護予防に役立つ下記の福祉用具を都道府県な
どの指定事業者から購入したとき、費用が支給さ
れます。

●腰掛便座
●入浴補助用具
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具

　日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与
が受けられます。

　福祉用具のうち介護予防に役立つものについて
貸与が受けられます。

福祉用具貸与
要介護1～5の人 要支援1・2の人

要介護1～5の人 要支援1・2の人

特定福祉用具販売（福祉用具購入費の支給）

■サービス費用のめやす

●手すり★
　（工事をともなわないもの）
●スロープ★
　（工事をともなわないもの）
●歩行器★
●歩行補助つえ★
●車いす
●車いす付属品
●特殊寝台

●特殊寝台付属品
●床ずれ防止用具
●体位変換器
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト
　（つり具を除く）
●自動排泄処理装置
　（原則として要介護4・5
　の人のみ）

はい せつ

はい かい

介護保険でできる住宅改修の例

　手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を
したとき、費用が支給されます。

　手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を
したとき、費用が支給されます。

住宅改修費支給
要介護1～5の人 要支援1・2の人

●廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの取り付け」
●｢段差解消」のためのスロープ設置など
●滑りの防止などのための「床または通路面の材料の変更」
●引き戸などへの「扉の取り替え」
●洋式便器などへの「便器の取り替え」
※上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。

提
出
書
類

住宅改修費の支給申請（工事後）
●住宅改修費支給申請書
●住宅改修に要した費用の領収書
●工事費内訳書
●完成後の状態を確認できる書類（改修前、改修後の日付入りの写真を添付）

4

住宅改修費の支給5

■要支援1・2および要介護1の人は、原則として★印の用具のみ保険
給付の対象です。

■自動排泄処理装置のうち尿のみを吸引するものについては、要支援1・2、要介護1～3の人も対象になります。

■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されているので、購入の際は相談しましょう。

申請が必要です！

事前の申請が必要です！

福祉用具の種類や事業者によって異なります。

■サービス費用について
いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて姶良市に申請すると、一年度（4月～翌年3
月）で10万円を上限に利用者負担分を除いた額が支給されます。

■サービス費用について
いったん利用者が全額負担します。あとで姶良市に申請すると、20万円を上限に利用者負担分を除いた額
が支給されます。

工事の実施3

姶良市への事前申請／姶良市の確認
提
出
書
類

2
●住宅改修が必要な理由書
●工事費見積書
●改修部分の日付入りの写真や図（改修後の完成予定の状態がわかるもの）
●住宅所有者の承諾書（改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合）　など

住宅改修利用の手順
家族や専門家などに相談
　本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、
ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。

1



施設に入所して利用するサービス
■施設サービス

住み慣れた地域で利用するサービス
■地域密着型サービス

サービスの種類

3332

要介護1～5の人

　認知症の人が、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどのサービスを日帰り
で受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

認知症対応型通所介護

要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません
　日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報
により居宅を訪問してもらい、介護や看護、緊急
時の対応などが受けられます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません
　定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日
常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。

地域密着型通所介護

要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません
　定期的な巡回や随時の通報による夜間専用の訪
問介護が受けられます。

夜間対応型訪問介護

多床室の場合

※要支援1・2の人は利用できません。

　常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所し
て、日常生活上の支援や介護が受けられます。

■サービス費用のめやす（1日）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

要介護1～5の人
多床室の場合

　状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハ
ビリテーションや介護が受けられます。

■サービス費用のめやす（1日）

介護老人保健施設（老人保健施設）

要介護1～5の人
多床室の場合

　長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・
看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。

■サービス費用のめやす（1日）

介護療養型医療施設（療養病床等）

要介護1～5の人
多床室の場合

　長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の
介護を一体的に行います。介護療養型医療施設の転換
施設です。

■サービス費用のめやす（1日）

介護医療院

要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません
　定員が29人以下の小規模な介護専用型の有料老
人ホームに入居する人が、日常生活上の世話や機
能訓練などのサービスを受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません
　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わ
せることで、通い・訪問・短期間の宿泊を利用し
て介護や医療・看護のケアが受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護

　住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。原則
として住んでいる市区町村のサービスのみ利用できます。

　通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせ、多機能なサービス
を受けられます。

要介護1～5の人 要支援1・2の人

小規模多機能型居宅介護

　認知症の人が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
要介護1～5の人 要支援2の人

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） ※要支援1の人は利用できません。

※新規入所できるのは、原則として要介護3～5の人です。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
要介護1～5の人 要支援1・2の人は利用できません

　定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に
入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練など
のサービスを受けられます。
※新規入所できるのは、原則として要介護3～5の人です。要介護1～5▶7,880円～10,030円

要介護1～5▶6,860円～11,460円

要介護1～5▶8,250円～13,620円

要介護1～5▶5,730円～8,470円



介護予防・日常生活支援
総合事業

3534

利用できるサービス

利用できる人

　介護が必要とならないようにするためには、早いうちから介護予防に取り組む
ことが大切です。介護予防・日常生活支援総合事業は、65歳以上のすべての人を
対象とした、姶良市が行う介護予防のサービスです。利用者の心身の状態などに
合わせて「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に分かれ
ています。

介護が必要とならないために ●介護予防・生活支援サービス事業

●一般介護予防事業
●閉じこもりなど何らかの支援が必要な人を把握し、
介護予防活動への参加につなげます。 介護予防把握事業

●フレイルに関するパンフレット配布や講座・講演会
を開催し、介護予防活動の重要性を周知します。 介護予防普及啓発事業

●地域住民主体で行う介護予防活動の支援などを行
います。 地域介護予防活動支援事業

●介護予防の取り組みを機能強化するため、地域で
行う介護予防活動にリハビリテーション専門職な
どが参加します。

地域リハビリテーション活動支援事業

既存のサービス事業者による、これまでの介護予防通所介護に
相当するサービス
❶健康管理
❷機能訓練や体操などの運動
❸リハビリテーション
　等、フレイル予防の提供
多様なサービス
●おもに民間企業とボランティアの補助によるミニデイ
サービス、運動、レクリエーション活動など

●保健・医療の専門職による生活行為改善のための短期集
中予防サービス

通所型サービス

既存のサービス事業者による、これまでの介護予防訪問介護に
相当するサービス
●食事・入浴・排せつの介助などの身体介護や掃除・洗
濯・調理などの生活援助
多様なサービス
●おもに民間企業による掃除・洗濯などの生活援助など

訪問型サービス

　いままで介護予防サービスで提供されていた「介護予防訪問介護（ホームヘルプ）」
と「介護予防通所介護（デイサービス）」は、それぞれ「訪問型サービス」と「通所型サー
ビス」として、介護予防・生活支援サービス事業からの提供になりました。

●要支援1・2の人
●介護予防・生活支援サービス事業対象者
（窓口に相談に来た人や、要介護認定で非該当と判定された人のうち、基本チェック
リストを受けて生活機能の低下がみられた人）

※介護予防・生活支援サービス事業対象者になった後や、介護予
防・生活支援サービス事業を利用した後でも、要介護認定を申請
することができます。
※40～64歳の人が介護予防・生活支援サービス事業を利用したい
場合は、要介護認定を申請して要支援1・2と認定される必要が
あります。

※一般介護予防事業のみを利用したい場合は、基本チェックリストを受け
る必要はありません。

●65歳以上ならだれでも利用できます

！

一般介護予防事業を利用できるのは…

介護予防・生活支援サービス事業を利用できるのは…

フレイルとは？
「フレイル」とは、高齢期に心身の機能が衰えた状態をいいます。「健康な状態」と「介護が必要な状態」の中間の
段階で、要介護になる危険があります。しかし、早めに生活習慣を見直せば、健康な状態に戻ることができます。
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あったかいね

姶　良　市

【お問い合わせ】
〒899-5492　姶良市宮島町25番地

●姶良市役所　長寿・障害福祉課介護保険係……………☎66-3251（直通）
●姶良市地域包括支援センター……………………………☎64-5537
●姶良市地域包括支援センター（加治木）………………☎62-0831
●姶良市地域包括支援センター（蒲生）…………………☎52-1211




